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保 険 な
ど
の
お
知
ら
せ

７
月
中
旬
に
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税

通
知
書
を
世
帯
主
宛
て
に
送
付
し
ま
す
。

納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

税
率
な
ど
に
つ
い
て
は
、
納
税
通
知
書

に
同
封
す
る
「
令
和
５
年
度
国
民
健
康
保

険
税
の
お
知
ら
せ
」
ま
た
は
市
公
式
サ
イ

ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

保
険
税
の
計
算
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

糖
尿
病
の
治
療
を
受
け
て
い
て
一
定
の

要
件
に
該
当
す
る
方
に
、
保
健
指
導
へ
の

参
加
勧
奨
を
行
い
ま
す
。

医
療
機
関
の
受
診
回
数
が
多
い
方
、
同

じ
病
気
で
複
数
の
医
療
機
関
に
か
か
っ
て

い
る
方
、
同
じ
薬
の
処
方
が
同
一
月
に
複
数

あ
る
方
に
、
保
健
指
導
の
参
加
勧
奨
を
行

い
ま
す
。

対
象
の
方
に
は
、
保
健
指
導
の
案
内
を
送

付
す
る
ほ
か
、
電
話
で
参
加
勧
奨
を
行
う
場

合
が
あ
り
ま
す
。
参
加
を
希
望
す
る
場
合
は
、

次
の
方
法
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

「
参
加
申
込
書
」「
生
活
指
導
内
容
の
確

認
書
」
を
市
民
課
保
険
係
に
提
出

※
「
生
活
指
導
内
容
の
確
認
書
」
は
、
か

か
り
つ
け
医
に
相
談
の
上
、
記
入
し
て
も

ら
っ
て
く
だ
さ
い
。

案
内
通
知
に
記
載
さ
れ
て
い
る
委
託
先

の
電
話
番
号
に
連
絡

※
案
内
通
知
や
電
話
に
よ
る
勧
奨
、
保
健

指
導
な
ど
は
市
が
委
託
し
た
業
者
が
行

い
ま
す
。

㈱
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
・
ワ
ン

現
在
の
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認

定
証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
㈪
で
す
。

８
月
１
日
㈫
か
ら
の
認
定
証
の
申
請
は
、

７
月
18
日
㈫
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。
引
き

続
き
必
要
な
方
は
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
自
動
更
新
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
別
世
帯
の
方
が
申
請
す
る
場
合
は
、
委

任
状
が
必
要
で
す
。

医
療
費
の
自
己
負
担
が
高
額
に
な
っ
た

場
合
に
提
示
す
る
と
、
医
療
機
関
へ
の
支

払
い
が
一
定
の
金
額
（
年
齢
・
所
得
区
分
に

よ
り
異
な
る
）
ま
で
と
な
り
ま
す
。
認
定

証
を
受
け
取
る
に
は
、
事
前
の
申
請
が
必

要
で
す
。
申
請
し
た
月
か
ら
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

※
保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る
と
交
付
さ
れ

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

  

・
70
歳
未
満
の
方

・
70
～
74
歳
で
住
民
税
非
課
税
の
方

・
70
～
74
歳
の
医
療
費
３
割
負
担
で
住
民
税

課
税
所
得
１
４
５
万
円
以
上
６
９
０
万
円

未
満
の
方

本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）、

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
わ
か
る
も
の
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
な
ど
）、
委
任
状
（
限
度
額
適
用
認
定
証

を
必
要
と
す
る
方
と
別
世
帯
主
の
方
が
申

請
に
来
る
と
き
）

※
郵
送
で
も
手
続
き
可
能
で
す
。
申
請
書

は
、
市
公
式
サ
イ
ト
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

現
在
の
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
の

有
効
期
限
は
、
７
月
31
日
㈪
で
す
。
対
象

の
方
に
は
、
７
月
中
に
新
し
い
受
給
者
証

を
送
付
し
ま
す
。

８
月
１
日
㈫
～
令
和
６
年
７
月
31
日
㈬

（
１
年
間
）

※
令
和
６
年
７
月
31
日
ま
で
に
75
歳
に
な

る
方
は
、
75
歳
に
な
る
日
の
前
日
ま
で

※
こ
れ
か
ら
70
歳
に
な
る
方
に
は
、
誕
生

月
の
翌
月
（
誕
生
日
が
１
日
の
方
は
誕

生
月
）
か
ら
使
え
る
受
給
者
証
を
、
誕

生
月
の
末
日
（
誕
生
日
が
１
日
の
方
は

前
月
の
末
日
）
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。

先
発
医
薬
品
か
ら
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
に
変
更
し
た
場
合
に
、
自
己
負
担
額
が

ど
の
程
度
軽
減
さ
れ
る
か
を
記
載
し
た
通

知
書
で
す
。

令
和
５
年
３
～
８
月
に
国
民
健
康
保
険

を
使
っ
て
先
発
医
薬
品
の
処
方
を
受
け
た

方
に
、
６
～
11
月
の
間
、
毎
月
送
付
し
ま
す
。

手
続
き
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

自
分
の
薬
代
の
節
約
は
医
療
費
全
体
の

節
約
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
使
用
に
つ
い
て

不
安
な
点
や
疑
問
点
が
あ
れ
ば
、
医
師
や

薬
剤
師
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

※
事
業
は
市
が
委
託
し
た
業
者
が
行
い
ま
す
。

㈱
デ
ー
タ
ホ
ラ
イ
ゾ
ン
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